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(57)【要約】
　
【課題】伸びと伸びフランジ性をいずれも高めた、より成形性に優れた高強度冷延鋼板を
提供する。
【解決手段】質量%で、C:0.03%以上0.30%未満、Si:1.0%以下(0%を含む)、Mn:0.5～2.4%、
P:0.1%以下、S:0.005%以下、N:0.01%以下、Al:0.01%以上0.10%未満を含み、残部が鉄およ
び不可避的不純物からなる成分組成を有し、面積率で、焼戻しベイナイト:70%以上(100%
を含む)、フェライト:30%以下(0%を含む)、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイト
との合計:3%未満(0%を含む)からなる組織を有し、上記焼戻しベイナイト中に存在する、
円相当直径0.1μm以上のセメンタイト粒子が、該焼戻しベイナイト1μm2当たり3個以下で
あることを特徴とする伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量％で（以下、化学成分について同じ。）、
　Ｃ：０．０３％以上０．３０％未満、
　Ｓｉ：１．０％以下（０％を含む）、
　Ｍｎ：０．５～２．４％、
　Ｐ：０．１％以下、
　Ｓ：０．００５％以下、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ａｌ：０．０１％以上０．１０％未満
を含み、残部が鉄および不可避的不純物からなる成分組成を有し、
面積率で、焼戻しベイナイト：７０％以上（１００％を含む）、フェライト：３０％以下
（０％を含む）、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計：３％未満（０％
を含む）からなる組織を有し、
　上記焼戻しベイナイト中に存在する、円相当直径０．１μｍ以上のセメンタイト粒子が
、該焼戻しベイナイト１μｍ２当たり３個以下である
ことを特徴とする伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板。
【請求項２】
　成分組成が、更に、
　Ｃｒ：０．３～３．０％
　を含むものである請求項１に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板
。
【請求項３】
　成分組成が、更に、
　Ｂ：０．０００２～０．００５０％を含むとともに、
　Ｎｂおよび／またはＴｉを、（［Ｎ］－０．００３）／１２　≦［Ｎｂ］／９６＋［Ｔ
ｉ］／４８≦（［Ｎ］＋０．０１）／１２（［　］は各元素の含有量（質量％）を意味す
る。）の関係を満たすように含むものである
　請求項１または２に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板。
【請求項４】
　成分組成が、更に、
　Ｍｏ：０．０１～１．０％、
　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　Ｎｉ：０．０５～１．０％、
　の１種または２種以上を含むものである
　請求項１～３のいずれか１項に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼
板。
【請求項５】
　成分組成が、更に、
　Ｃａ：０．０００５～０．０１％、
　Ｍｇ：０．０００５～０．０１％、
　ＲＥＭ：０．０００４～０．０１％、
　の１種または２種以上を含むものである
　請求項１～４のいずれか１項に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼
板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、加工性に優れた高強度鋼板に関し、詳細には、伸びと伸びフランジ性がとも
に高められた高強度鋼板に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　例えば自動車の骨格部品などに使用される鋼板には、衝突安全性や車体軽量化による燃
費軽減などを目的として高強度が求められるとともに、形状の複雑な骨格部品に加工する
ために優れた成形加工性も要求される。
【０００３】
　このため、伸び（全伸び；Ｅｌ）と伸びフランジ性（穴広げ率；λ）がともに高められ
た高強度鋼板の提供が切望されており、例えば引張強度８００ＭＰａ級以上の鋼板に対し
て全伸び１０％以上で穴広げ率９０％以上のものが要望されている。
【０００４】
　上記のようなニーズを受けて、種々の組織制御の考え方に基づき、伸びと伸びフランジ
性のバランスを改善した高強度鋼板が多数提案されているものの、伸びと伸びフランジ性
が上記要望レベルを満足するように両立させたものはいまだ完成に至っていないのが現状
である。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、Ｍｎ、ＣｒおよびＭｏの少なくとも１種を合計で１．６～２
．５質量％含有し、実質的にマルテンサイトの単相組織からなる高張力冷延鋼板が開示さ
れており、その穴広げ率（伸びフランジ性）は９０％以上が得られているものの、伸びは
１０％に達していない（同文献の表６の本発明例参照）。
【０００６】
　また、特許文献２には、フェライトが面積率で６５～８５％で残部が焼戻しマルテンサ
イトの二相組織からなる高張力鋼板が開示されている。
【０００７】
また、特許文献３には、フェライトおよびマルテンサイトの平均結晶粒径がともに２μｍ
以下であり、マルテンサイトの体積率が２０％以上６０％未満の二相組織からなる高張力
鋼板が開示されている。
【０００８】
　上記特許文献２および３に開示された高張力鋼板はいずれも、伸びは１０％以上を確保
しているものの、穴広げ率（伸びフランジ性）は９０％に達していない（特許文献２の表
２の発明例、特許文献３の表２の実施例参照）。
【０００９】
　また、特許文献４には、Ｓｉを１．０～２．０質量％添加し、占積率で、残留オーステ
ナイトを５％以上、ベイニティック・フェライトを６０％以上含むベイニティック・フェ
ライト主体の複相組織からなる高強度冷延鋼板が開示されており、高伸びで比較的高い伸
びフランジ性が得られているが、伸び向上を主体とするものであり、伸びは１０％以上が
得られているものの、伸びフランジ性は６０％程度までしか得られていない（同文献の表
２参照）。
【００１０】
　さらに、特許文献５には、同じくＳｉを１．０～２．０質量％添加し、占積率で、残留
オーステナイトを５～２０％、ベイニティック・フェライトを５０％以上含む組織からな
るベイニティック・フェライト主体の複相組織からなる高強度冷延鋼板が開示されており
、２０％以上の非常に優れた伸びを示すものの、伸びフランジ性は８０％程度までしか得
られていない（同文献の表２参照）。
【特許文献１】特開２００２－１６１３３６号公報
【特許文献２】特開２００４－２５６８７２号公報
【特許文献３】特開２００４－２３２０２２号公報
【特許文献４】特開２００５－２４０１７８号公報
【特許文献５】特開２００５－３３０５８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
　そこで本発明の目的は、伸びと伸びフランジ性をいずれも高めた、より成形性に優れた
高強度冷延鋼板を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　請求項１に記載の発明は、
　質量％で（以下、化学成分について同じ。）、
　Ｃ：０．０３％以上０．３０％未満、
　Ｓｉ：１．０％以下（０％を含む）、
　Ｍｎ：０．５～２．４％、
　Ｐ：０．１％以下、
　Ｓ：０．００５％以下、
　Ｎ：０．０１％以下、
　Ａｌ：０．０１％以上０．１０％未満
を含み、残部が鉄および不可避的不純物からなる成分組成を有し、
面積率で、焼戻しベイナイト：７０％以上（１００％を含む）、フェライト：３０％以下
（０％を含む）、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計：３％未満（０％
を含む）からなる組織を有し、
　上記焼戻しベイナイト中に存在する、円相当直径０．１μｍ以上のセメンタイト粒子が
、該焼戻しベイナイト１μｍ２当たり３個以下である
ことを特徴とする伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板である。
【００１３】
　請求項２に記載の発明は、
　成分組成が、更に、
　Ｃｒ：０．３～３．０％
　を含むものである請求項１に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板
である。
【００１４】
　請求項３に記載の発明は、
　成分組成が、更に、
　Ｂ：０．０００２～０．００５０％を含むとともに、
　Ｎｂおよび／またはＴｉを、（［Ｎ］－０．００３）／１２　≦［Ｎｂ］／９６＋［Ｔ
ｉ］／４８≦（［Ｎ］＋０．０１）／１２（［　］は各元素の含有量（質量％）を意味す
る。）の関係を満たすように含むものである
　請求項１または２に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼板である。
【００１５】
　請求項４に記載の発明は、
　成分組成が、更に、
　Ｍｏ：０．０１～１．０％、
　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　Ｎｉ：０．０５～１．０％、
　の１種または２種以上を含むものである
　請求項１～３のいずれか１項に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼
板である。
【００１６】
　請求項５に記載の発明は、
　成分組成が、更に、
　Ｃａ：０．０００５～０．０１％、
　Ｍｇ：０．０００５～０．０１％、
　ＲＥＭ：０．０００４～０．０１％、
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　の１種または２種以上を含むものである
　請求項１～４のいずれか１項に記載の伸びおよび伸びフランジ性に優れた高強度冷延鋼
板である。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、焼戻しベイナイト単相組織、または、フェライトと焼戻しベイナイト
を主体とする複相組織において、破壊の主要原因となっていた、焼戻しマルテンサイトと
残留オーステナイトの割合を極力少なくするとともに、破壊の他の主要原因となっていた
、焼戻しベイナイト中に析出した粗大なセメンタイト粒子の存在数を適正に制御すること
で、引張強度（以下、単に「強度」ということあり。）を確保しつつ、伸びフランジ性を
従来鋼よりさらに改善することが可能となり、より成形性に優れた高強度鋼板を提供でき
るようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明者らは、焼戻しマルテンサイト（以下、単に「マルテンサイト」ということあり
。）に比べ変形能の高い焼戻しベイナイト（以下、単に「ベイナイト」ということあり。
）を主体とする組織からなる高強度鋼板（上記特許文献４、５参照）に着目し、伸びを確
保しつつ伸びフランジ性を改善できれば、上記要望レベルを満足しうる高強度鋼板が得ら
れると考え、これらの機械的特性に及ぼす各種要因の影響を調査するなど鋭意検討を行っ
てきた。
【００１９】
　上記検討の結果、主要組織を、焼戻しマルテンサイトに比べ変形能の高い焼戻しベイナ
イト組織とし、必要に応じて該ベイナイト組織にフェライト組織を導入することで伸びを
確保しつつ、一方で、破壊の主要原因となっていた、焼戻しマルテンサイトと残留オース
テナイト（以下、「残留γ」と表記することあり。）の割合を極力少なくするとともに、
破壊の他の主要原因となっていた、焼戻しベイナイト中に析出したセメンタイト粒子のサ
イズとその存在数を適正に制御することで、上記要望レベルの伸びフランジ性を確保でき
ることを見出し、該知見に基づいて本発明を完成するに至った。
【００２０】
　以下、まず本発明鋼板を特徴づける組織について説明する。
【００２１】
〔本発明鋼板の組織〕
　本発明鋼板は、焼戻しベイナイト単相、または、フェライトと焼戻しベイナイトを主体
とする複相組織をベースとするものであるが、特に、焼戻しマルテンサイト組織と残留オ
ーステナイト組織を極力少なくするとともに、焼戻しベイナイト中に析出した粗大なセメ
ンタイト粒子の存在数が制御されている点に特徴を有するものである。
【００２２】
＜焼戻しベイナイト：面積率で７０％以上（１００％を含む）＞
　ベイナイトは、強度が高く、かつ、可塑性にも優れる均質な組織である。このような性
質を有するベイナイト主体の組織にすることで、引張強度と伸びを確保しつつ、伸びフラ
ンジ性を向上できる。
【００２３】
　焼戻しベイナイトの割合が減少すると組織が不均一になり伸びフランジ性が確保できな
くなるので、上記作用を有効に発揮させるため、焼戻しベイナイトの面積率は、７０％以
上、好ましくは８０％以上、さらに好ましくは９０％以上（１００％を含む）とする。
【００２４】
＜フェライト：面積率で３０％以下（０％を含む）＞
　フェライトは、延性は高いものの強度が低いため、フェライトの割合を増加させること
で、伸びは向上するが、強度は低下する。また、フェライトの割合が多くなると、変形時
にフェライトにひずみが集中し、フェライトとベイナイトとの界面でのひずみが大きくな
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り、該界面での亀裂発生が助長されるようになるため、伸びフランジ性が劣化する。よっ
て、フェライトの面積率は３０％以下、好ましくは２０％以下、さらに好ましくは１０％
以下（０％を含む）とする。
【００２５】
＜焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計：面積率で３％未満（０％を含む
）＞
　本発明に係る高強度冷延鋼板のように合金元素を多量に添加した鋼をベイナイト変態さ
せると、変態速度が遅くなり、ベイナイトだけでなくマルテンサイトも形成されやすくな
る。マルテンサイトは硬質であるため、フェライトとマルテンサイトとの界面にひずみが
集中して破壊が起こりやすくなり、伸びフランジ性が劣化する。また、残留オーステナイ
トもひずみが加わった際に硬質なマルテンサイトに変態し破壊の起点になるため、やはり
伸びフランジ性を劣化させる。したがって、これらの組織の割合をできるだけ少なくする
ことで伸びフランジ性を改善できる。よって、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイ
トとの面積率の合計は３％未満、好ましくは２％以下、さらに好ましくは１％以下（０％
を含む）とする。
【００２６】
＜上記焼戻しベイナイト中に存在する、円相当直径０．１μｍ以上のセメンタイト粒子：
該焼戻しベイナイト１μｍ２当たり３個以下＞
　従来の高強度冷延鋼板（特許文献４、５参照）のようなベイナイトを主要組織とする鋼
の場合、通常、焼戻しマルテンサイトや残留オーステナイトが形成されやすく、これらの
組織が破壊の起点となるため、焼戻しの際にベイナイト中に析出したセメンタイト粒子の
分散状態は伸びフランジ性にあまり影響を与えない。しかし、焼戻しマルテンサイトおよ
び残留オーステナイトが少なくなると変形時のおける破壊の起点が、ベイナイト中に析出
したセメンタイト粒子に遷移するため、ベイナイト中におけるセメンタイト粒子の存在状
態が伸びフランジ性を律速するようになる。このため、本発明に係る高強度冷延鋼板のよ
うに焼戻しマルテンサイトおよび残留オーステナイトの形成を極力抑制した鋼の場合は、
破壊の起点となるセメンタイト粒子の析出状態を制御することで伸びフランジ性を調整す
ることが可能となる。なお、セメンタイト粒子のうち、破壊の起点として働くのは大きい
粒子だけであるので、粗大なセメンタイト粒子の数を減少させることで、所定の伸びフラ
ンジ性にまで改善することができる。
【００２７】
　上記作用を有効に発揮させるため、焼戻しベイナイト中に存在する、円相当直径０．１
μｍ以上のセメンタイト粒子は、該焼戻しベイナイト１μｍ２当たり３個以下、好ましく
は２．４個以下、さらに好ましくは１．６個以下とする。
【００２８】
　以下、焼戻しベイナイト、フェライト、焼戻しマルテンサイトおよび残留オーステナイ
トの各面積率、ならびに、セメンタイト粒子のサイズおよびその存在数の各測定方法につ
いて説明する。
【００２９】
　まず、フェライトの面積率については、各供試鋼板を鏡面研磨し、３％ナイタール液で
腐食して金属組織を顕出させた後、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）にて倍率２０００倍で５
視野観察し、画像解析によってセメンタイトを含まず等軸状の領域をフェライトとし、全
組織に対するフェライト領域の面積比率よりフェライトの面積率を算出した。
【００３０】
　次に、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計面積率については、各供試
鋼板を鏡面研磨し、レペラ腐食液を用いて腐食して金属組織を顕出させた後、走査型電子
顕微鏡（ＳＥＭ）にて倍率２０００倍で５視野観察し、画像解析によって画像のコントラ
ストから白く見える領域を焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとし、全組織に対
するこの領域の面積比率より焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計面積率
を算出した。
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【００３１】
　最後に、焼戻しベイナイトの面積率については、フェライトとマルテンサイトと残留オ
ーステナイト以外の領域をベイナイトとし、１００％から、上記でそれぞれ算出した、フ
ェライトの面積率、および、焼戻しマルテンサイトと残留オーステナイトとの合計面積率
を差し引くことにより焼戻しベイナイトの面積率を求めた。
【００３２】
　セメンタイト粒子のサイズおよびその存在数については、各供試鋼板を鏡面研磨し、３
％ナイタールで腐食して金属組織を顕出させた後、ベイナイト内部の領域を解析できるよ
う、１００μｍ２領域の視野について倍率１００００倍の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像
を観察し、画像のコントラストから白い部分をセメンタイト粒子と判別してマーキングし
、画像解析ソフトにて、前記マーキングした各セメンタイト粒子の面積から円相当直径を
算出するとともに、単位面積あたりに存在する所定のサイズのセメンタイト粒子の個数を
求めた。
【００３３】
　次に、本発明鋼板を構成する成分組成について説明する。以下、化学成分の単位はすべ
て質量％である。
【００３４】
〔本発明鋼板の成分組成〕
　Ｃ：０．０３％以上０．３０％未満、
　Ｃは、ベイナイト中にセメンタイトとして存在し、析出強化により強度向上に寄与する
一方、該セメンタイト粒子が破壊の起点になるために伸びフランジ性に影響するとともに
、焼入性改善元素でもあり、フェライトへの変態を抑制することでベイナイト面積率の確
保に寄与する重要な元素である。０．０３％未満ではベイナイト中のセメンタイト量が不
足して強度が確保できず、一方、０．３０％以上では焼入れ性が高くなりすぎ、ベイナイ
トへの変態が抑制されすぎて、マルテンサイトやオーステナイトの割合が増加し、伸びフ
ランジ性が劣化する。Ｃ含有量の範囲は、好ましくは０．０５～０．２５％、さらに好ま
しくは０．０７～０．２０％である。
【００３５】
　Ｓｉ：１．０％以下（０％を含む）
　Ｓｉは、固溶強化元素として、伸びを劣化させずに強度を高めるとともに、焼戻し時に
おける、ベイナイト中に存在するセメンタイト粒子の粗大化を抑制する作用も有し、この
ような粗大なセメンタイト粒子の生成を防止することで、伸びフランジ性を向上させる効
果も有する有用な元素であるが、焼戻しマルテンサイトや残留オーステナイトの形成を助
長するため、１．０％以下に添加量を制限する必要がある。Ｓｉ含有量の範囲は、好まし
くは０．５％以下、さらに好ましくは０．２％以下（０％を含む）である。
【００３６】
　Ｍｎ：０．５～２．４％、
　Ｍｎは、上記Ｓｉと同様、固溶強化元素として、伸びを劣化させずに強度を高めるとと
もに、焼入れ性を高めてベイナイト面積率の確保に寄与し、強度と伸びフランジ性を向上
させる効果も有する有用な元素である。０．５％未満では、焼入れ性が不足してベイナイ
ト面積率が確保できなくなり、強度が確保できなくなる。一方、２．４％超とすると焼入
れ性が高くなりすぎてマルテンサイトが過剰に形成され、伸びフランジ性が劣化する。Ｍ
ｎ含有量の範囲は、好ましくは０．８～３．０％、さらに好ましくは１．０～２．２％で
ある。
【００３７】
　Ｐ：０．１％以下
　Ｐは不純物元素として不可避的に存在し、固溶強化により強度の上昇に寄与するが、旧
オーステナイト粒界に偏析し、粒界を脆化させることで伸びフランジ性を劣化させるので
、０．１％以下とする。好ましくは０．０５％以下、さらに好ましくは０．０３％以下で
ある。
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【００３８】
　Ｓ：０．００５％以下
　Ｓも不純物元素として不可避的に存在し、ＭｎＳ介在物を形成し、穴拡げ時に亀裂の起
点となることで伸びフランジ性を低下させるので、０．００５％以下とする。より好まし
くは０．００３％以下である。なお、Ｓの下限は上記観点からはできるだけ低くするのが
望ましいが、工業的には０．０００３％以下にすることは困難である。
【００３９】
　Ｎ：０．０１％以下
　Ｎも不純物元素として不可避的に存在し、ひずみ時効により伸びと伸びフランジ性を低
下させるので、低い方が好ましく、０．０１％以下とする。
【００４０】
　Ａｌ：０．０１以上０．１０％未満
　ＡｌはＮと結合してＡｌＮを形成し、ひずみ時効の発生に寄与する固溶Ｎを低減させる
ことで伸びフランジ性の劣化を防止するとともに、固溶強化により強度向上に寄与する。
０．０１％未満では鋼中に固溶Ｎが残存するため、ひずみ時効が起こり、伸びと伸びフラ
ンジ性を確保できず、一方、０．１０％以上ではセメンタイトの形成を阻害し、焼戻しマ
ルテンサイトと残留オーステナイトとの合計面積率が過大になるため伸びフランジ性が劣
化する。
【００４１】
　本発明の鋼は上記成分を基本的に含有し、残部が実質的に鉄および不純物であるが、そ
の他、本発明の作用を損なわない範囲で、以下の許容成分を添加することができる。
【００４２】
　Ｃｒ：０．３～３．０％
　ベイナイトのうち、本発明の鋼が主として対象とする上部ベイナイトは、（１）ベイニ
ティックフェライトの形成→（２）ベイニティックフェライトからオーステナイトへの炭
素の吐き出し→（３）オーステナイトからのセメンタイトの形成、というフローで進行す
る変態現象により形成される。このフロー中、オーステナイトからのセメンタイトの形成
はＳｉなどの合金元素の添加により遅延するため、残留オーステナイトや焼戻しマルテン
サイトが形成されやすくなる。これに対して、Ｃｒはセメンタイトの核生成の駆動力を大
きくする元素であり、セメンタイトの形成を促進し、これにより残留オーステナイトや焼
戻しマルテンサイトの形成を抑制する作用を有する。また、形成されたセメンタイトは、
通常は拡散速度の大きい炭素の拡散律速により粗大化が進行するため、粗大化しやすいが
、Ｃｒが添加されると、拡散速度の小さいＣｒの拡散律速により粗大化が進行するように
なるため、セメンタイトの粗大化が抑制できる。その結果、破壊の起点となるセメンタイ
トを微細に分散でき、伸びフランジ性を改善することができる。０．３％未満では上記作
用が有効に発揮しえず、焼戻しマルテンサイトや残留オーステナイトの割合が増加すると
ともに、セメンタイトが粗大化するため伸びフランジ性が劣化する。一方、３．０％超で
は、焼入れ時に残留オーステナイトが形成され、ベイナイト面積率を確保できず、強度と
伸びフランジ性が劣化する。Ｃｒ含有量の範囲は、好ましくは０．６～２．５％、さらに
好ましくは０．８～２．０％である。
【００４３】
　Ｍｏ：０．０１～１．０％、
　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　Ｎｉ：０．０５～１．０％、
　Ｂ：０．０００２～０．００３０％、
の１種または２種以上
　これらの元素は、焼入れ性を高めてマルテンサイト面積率の確保に寄与することで、降
伏強度と伸びフランジ性を高めるのに有用な元素である。各元素とも、上記各下限値未満
の添加では上記のような作用を有効に発揮しえず、一方、上記各上限値を超える添加では
焼入れ時にオーステナイトが残存し、伸びフランジ性を低下させる。
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【００４４】
　Ｂ：０．０００２～０．００５０％
　Ｂは、焼入れ性を高めてフェライトの形成を抑制し、ベイナイト面積率の確保に寄与す
ることで、強度と伸びフランジ性を高めるのに有用な元素である。また、固溶強化元素と
して、伸びを劣化させずに強度を高める作用も有する。０．０００２％未満の添加では上
記のような作用を有効に発揮しえず、一方、０．００５０％を超える添加ではＦｅ２３（
ＣＢ）６が形成され固溶Ｂが減少するため、上記焼入れ性改善作用を減殺する。
【００４５】
　Ｎｂおよび／またはＴｉ：（［Ｎ］－０．００３）／１２　≦［Ｎｂ］／９６＋［Ｔｉ
］／４８≦（［Ｎ］＋０．０１）／１２（［　］は各元素の含有量（質量％）を意味する
。）
　ＮはＢＮを形成してＢを消費し、固溶Ｂによる焼入れ性改善作用を減殺してしまう。こ
れに対して、Ｔｉ、ＮｂはＮをＴｉＮまたはＮｂ（ＣＮ）として強く固定し、ＢＮの形成
を抑制するので、Ｂによる焼入れ性改善作用を発揮させるのに有用な元素である。これら
の元素の添加量は、不足すると上記ＢＮ形成抑制作用が有効に発揮されず、一方過剰にな
るとセメンタイトの形成が阻害され、焼戻しマルテンサイトや残留オーステナイトの割合
が大きくなり、伸びフランジ性が劣化する。
【００４６】
　Ｍｏ：０．０１～１．０％、
　Ｃｕ：０．０５～１．０％、
　Ｎｉ：０．０５～１．０％、
の１種または２種以上
　これらの元素は、焼入れ性を高めてベイナイト面積率の確保に寄与することで強度と伸
びフランジ性を高めるのに有用な元素である。また、固溶強化元素として、伸びを劣化さ
せずに強度を高めるのにも有用である。各元素とも、上記各下限値未満の添加では上記の
ような作用を有効に発揮しえず、一方、上記各上限値を超える添加では焼入れ時にオース
テナイトが残存し、伸びフランジ性を低下させる。
【００４７】
　Ｃａ：０．０００５～０．０１％、
　Ｍｇ：０．０００５～０．０１％、
　ＲＥＭ：０．０００４～０．０１％、
の１種または２種以上
　冷延鋼板これらの元素は、介在物を微細化し、破壊の起点を減少させることで、伸びフ
ランジ性を向上させるのに有用な元素である。各元素とも上記下限値未満の添加では上記
のような作用を有効に発揮しえず、一方、各元素とも０．０１％を超える添加では逆に介
在物が粗大化し、伸びフランジ性が低下する。
【００４８】
　なお、ＲＥＭは、希土類元素、すなわち、周期律表の３Ａ属元素を指す。
【００４９】
　次に、本発明鋼板を得るための好ましい製造方法を以下に説明する。
【００５０】
〔本発明鋼板の好ましい製造方法〕
　上記のような冷延鋼板を製造するには、まず、上記成分組成を有する鋼を溶製し、造塊
または連続鋳造によりスラブとしてから熱間圧延を行なう。熱間圧延条件としては、仕上
げ圧延の終了温度をＡｒ３点以上に設定し、適宜冷却を行った後、４５０～７００℃の範
囲で巻き取る。熱間圧延終了後は酸洗してから冷間圧延を行うが、冷間圧延率は３０％程
度以上とするのがよい。
【００５１】
　そして、上記冷間圧延後、引き続き焼鈍を行うが、必要によってさらに焼戻ししてもよ
い。
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　　［焼鈍条件］
　焼鈍条件としては、焼鈍加熱温度：Ａｃ３～１０００℃に加熱し、焼鈍保持時間：３６
００ｓ以下保持した後、該焼鈍加熱温度から４００～５５０℃（冷却終了温度）まで１０
～２００℃／ｓの冷却速度で急冷した後、該冷却終了温度で１０～６００ｓ保持し、その
後、室温まで冷却する。
【００５３】
＜焼鈍加熱温度：Ａｃ３～１０００℃＞
　焼鈍加熱時に十分にオーステナイトに変態させ、その後の冷却時にオーステナイトから
変態生成するベイナイトの面積率を７０％以上確保するためである。
【００５４】
　焼鈍加熱温度がＡｃ３未満では、焼鈍加熱時においてオーステナイトへの変態量が不足
するため、その後の冷却時にオーステナイトから変態生成するベイナイトの量が減少して
面積率７０％以上を確保できなくなり、一方、１０００℃を超えると、オーステナイト組
織が粗大化して鋼板の曲げ性や靭性が劣化するとともに、焼鈍設備の劣化をもたらすため
好ましくない。
【００５５】
　また、焼鈍保持時間が３６００ｓを超えると、生産性が極端に悪化するので好ましくな
い。
【００５６】
＜４００～５５０℃（冷却終了温度）まで１０～２００℃／ｓの冷却速度で急冷冷した後
、該冷却終了温度範囲で１０～６００ｓ保持＞
冷却中にオーステナイトからフェライトやマルテンサイト組織が形成されることをできる
だけ抑制し、ベイナイト組織を十分に得るためである。
【００５７】
　４００℃より低い温度まで急冷すると、マルテンサイトが過剰に形成されてベイナイト
が十分に得られなくなる。一方、５５０℃より高い温度で急冷を終了させたり、冷却速度
が１０℃／ｓ未満になると、フェライトが過剰に形成され、ベイナイトが不足し、強度が
確保できなくなる。一方、冷却速度が２００℃／ｓ超では、制御が困難になるので現実的
でない。また、冷却終了温度範囲での保持時間が１０ｓ未満では、ベイナイトへの変態が
十分に進行せず、伸びと伸びフランジ性が確保できなくなる。一方、該保持時間が６００
ｓを超えると、ベイナイト組織中に析出したセメンタイト粒子が粗大になりすぎて伸びフ
ランジ性が低下する。
【００５８】
　なお、冷却終了温度範囲（４００～５５０℃）での保持中の熱履歴については、特に限
定されるものではなく、等温保持状態、冷却状態、再昇温状態のいずれの熱履歴であって
もかまわない。
【実施例】
【００５９】
　下記表１に示す成分の鋼を溶製し、厚さ１２０ｍｍのインゴットを作成した。
これを熱間圧延で厚さ２５ｍｍにした後、再度、熱間圧延で厚さ３．２ｍｍとした。これ
を酸洗した後、厚さ１．６ｍｍに冷間圧延して供試材とし、表２に示す条件にて熱処理を
施した。
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【表２】

【００６０】
　熱処理後の各鋼板について、上記［発明を実施するための最良の形態］の項で説明した
測定方法により、焼戻しベイナイト、フェライト、焼戻しマルテンサイトおよび残留オー
ステナイトの各面積率、ならびに、セメンタイト粒子のサイズおよびその存在数を測定し
た。
【００６１】
　また、上記各鋼板について、引張強度ＴＳ、伸びＥｌ、および伸びフランジ性λを測定
した。なお、引張強度ＴＳと伸びＥｌは、圧延方向と直角方向に長軸をとってＪＩＳ　Ｚ
　２２０１に記載の５号試験片を作成し、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１に従って測定を行った。
また、伸びフランジ性λは、鉄連規格ＪＦＳＴ１００１に則り、穴拡げ試験を実施して穴
拡げ率の測定を行い、これを伸びフランジ性とした。
【００６２】
　測定結果を表３に示す。
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【００６３】
　同表に示すように、発明例である鋼Ｎｏ．１～６、９～１１、１４～１６、１８、２１
～２５は、いずれも、引張強度ＴＳが８００ＭＰａ以上で、かつ、伸びＥｌが１０％以上
で伸びフランジ性（穴広げ率）λが９０％以上を満足し、上記［背景技術］の項で述べた
要望レベルを満足する、伸びと伸びフランジ性を兼備した高強度冷延鋼板が得られた。
【００６４】
　これに対して、比較例である鋼Ｎｏ．７、８、１２、１３、１７、１９、２０、２６～
２８は、いずれかの特性が劣っている。
【００６５】
　例えば、鋼Ｎｏ．７は、Ｓｉ含有量が高すぎることにより、マルテンサイトと残留オー
ステナイトとの合計面積率が過大になるため、伸びフランジ性が劣っている。
【００６６】
　また、鋼Ｎｏ．８は、Ｃ含有量が低すぎることにより、ベイナイト中のセメンタイト量
が不足するため、引張強度が劣っている。
【００６７】
　また、鋼Ｎｏ．１２は、Ｃ含有量が高すぎることにより、マルテンサイトと残留オース
テナイトとの合計面積率が過大になるため、引張強度には優れているものの、伸びフラン
ジ性が劣っている。
【００６８】
　また、鋼Ｎｏ．１３は、Ｍｎ含有量が低すぎることにより、ベイナイト面積率が不足す
るため、引張強度は確保されているものの、伸びフランジ性が劣っている。
【００６９】
　また、鋼Ｎｏ．１７は、Ｍｎ含有量が高すぎることにより、マルテンサイトが過剰に形
成され、マルテンサイトと残留オーステナイトとの合計面積率が過大になるため、引張強
度には優れているものの、伸びフランジ性が劣っている。
【００７０】
　また、鋼Ｎｏ．２６～２８は、焼鈍条件が推奨範囲を外れていることにより、本発明の
組織を規定する要件のうち少なくとも一つを満たさず、伸びフランジ性が劣っている。
【００７１】
　ここで、表３に示すデータのうち、鋼の成分組成とマトリックス組織の構成が本発明の
規定範囲を満たす鋼Ｎｏ．のデータを用いて、以下の解析を試みた。
【００７２】
　すなわち、伸びフランジ性（穴広げ率）λに及ぼすセメンタイト粒子数の影響度合いに
ついて整理した結果、図１が得られた。
【００７３】
　図１に示すように、伸びフランジ性（穴広げ率）λは、円相当直径０．１μｍ以上の粗
大なセメンタイト粒子数の増加に伴って、ほぼ直線的に低下し、上記要望レベル以上のλ
≧９０％を確保するには、該粗大セメンタイト粒子数を３個／μｍ２以下にする必要があ
ることがわかる。



(14) JP 2010-24497 A 2010.2.4

10

20

30

【表３】

【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】円相当直径０．１μｍ以上のセメンタイト粒子数と伸びフランジ性との関係を示
す図である。
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【図１】
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